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4 月 6 日、シンガポール政府は、新型コロナウイルス(Covid-19)の感染拡大で深刻な被害を受けている労働

者や中小企業、家庭を救済するための第 3 弾の経済支援策に S$51 億（約 3,876 億円）を追加拠出すると発表

した。4月 7日から約 1 ヵ月間、新型コロナウイルスの拡大抑止を目的に大半の職場の閉鎖に踏み切るため、政

府支援の拡大によって失業や企業倒産の増加を防ぐ。賃金の大半を助成するなど雇用維持を柱にした内容と

なった。 

今回の支援策は、第 1 弾、第 2 弾と合わせた拠出額は約 S$599 億（約 4 兆 5,524 億円）となり、国内総生産

(GDP)の 12%に相当する規模に拡大。財源の一部として政府準備金の過去蓄積分から追加で S$40 億を取り崩

す。2020年度の財政赤字は S$443億となり、GDP比で 8.9%の水準に達した。主な緊急支援策内容は下記の通

り。 
 

1） 従業員の賃金支払い助成策をさらに拡大 

3 月下旬に発表した第 2 弾の経済支援策では、企業の賃金支払いへの補助率は月額賃金の 25%を基本と

し、影響のより深刻な食品・サービス部門、航空や観光業界の補助率は特例でそれぞれ 50%と 75%に設定し

ていた。6日の第 3弾では職場閉鎖の期間中、4月分の全産業の補助率を一律で 75%まで引き上げ、売り上

げが大幅に減っている間も企業が雇用を維持できるようにする。ただし、補助対象となるのはシンガポール国

民または永住権取得者(PR)で、一人当たりの賃金は S$4,600が上限で、受給額は最大 S$3,450 となる。 
 

支給時期および対象賃金月： 

支 給 時 期 食品・サービス部門  
その他の産業 

（航空・観光部門を除く） 

2020年 4月 

+2019年 10月分賃金の 75% 

+2019年 11月分賃金の 50% 

+2019年 12月分賃金の 50% 

支給額でみると、一人当たり最高 S$8,050 

+2019年 10月分賃金の 75% 

+2019年 11月分賃金の 25% 

+2019年 12月分賃金の 25% 

支給額でみると、一人当たり最高 S$5,750 

2020年 7月 

+2020年 2月分賃金の 50% 

+2020年 3月分賃金の 50% 

+2020年 4月分賃金の 75% - 2019年 10

月分の 25% (2020年 4月に前払したため) 

支給額でみると、一人当たり最高 S$6,900 

+2020年 2月分賃金の 25% 

+2020年 3月分賃金の 25% 

+2020年 4月分賃金の 75% - 2019年 10

月分の 50% (2020年 4月に前払したため) 

支給額でみると、一人当たり最高 S$3,450 

2020年 10月 

+2020年 5月分賃金の 50% 

+2020年 6月分賃金の 50% 

+2020年 7月分賃金の 50% 

支給額でみると、一人当たり最高 S$6,900 

+2020年 5月分賃金の 25% 

+2020年 6月分賃金の 25% 

+2020年 7月分賃金の 25% 

支給額でみると、一人当たり最高 S$3,450 

*1 助成対象賃金の上限額は S$4,600 となる。 
 

2） 外国人労働者の雇用税を減免 

単純労働者向けのワークパーミット(WP)と中技能向けの熟練労働者を対象とした S パスを保有する外国人を

雇用する企業には、4 月分の外国人労働者雇用税（Levy）を免除する。また、今年に入り納付された外国人

労働者雇用税については、１人当たり S$750（約 5 万 7,000 円）を還付する。外国人労働者雇用税は、新規

外国人採用権(MYE)や出身国、技能レベルによって月当たり S$300～S$950(約 2 万 2,800 円～7 万 2,200

円)と定められている。 
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3） 中小企業向けの融資枠をさらに拡大 

シンガポール企業庁(Enterprise Singapore: ESG)は、中小企業の資金調達をサポートする企業融資スキーム

(Enterprise Financing Scheme: EFS)の融資枠およびリスク分担を 80%から 90%へさらに拡大、中小企業向け

の融資を後押しする。申込期間は、2020年 4月 8日～2021年 3月 31日まで。ただし、対象になるには、中

小企業の株式の最低 30％をシンガポール人または PRが保有していることが条件となる。 

 

種  類 金  額 期 限 ESG の保証 金  利 

運転資金融資 
1社当たりの上限は、S$1,000,000（約 7,500

万円）を維持。 
5 年 

90％ 

従来は 80％ 

金融機関による

自主判断 

貿易金融融資 
1 企 業 グ ル ー プ 当 た り の 上 限 は

S$5,000,000（3 億 7,500 万円）を維持。 
1 年 

90％ 

従来は 80％ 

金融機関による

自主判断 

ブリッジローン

（つなぎ融資） 
1 社当たりの上限は S$5,000,000 を維持。 5 年 

90％ 

従来は 80% 

上限金利は、年

率 5％まで 

 

4） 賃料の免除を拡大 

シンガポール政府が運営する施設に入居する工業・オフィス・農業関連の企業には、賃料の免除分を第 2弾

で発表した 0.5 ヵ月分から 1 ヵ月分に拡大する。ホーカーセンター (屋台村)には、3 ヵ月分の賃料免除を維

持。その他の商業施設は 2 ヵ月分の賃料免除も維持。 

 

5） 国民への一時金支給を追加 

家庭や個人への経済支援策として、21歳以上の成人の国民を対象に、4月中に一時金S$600（約4万5,600

円）の現金給付を行う。第 1 弾、第 2 弾に発表した個人向け支援策で 8 月末までに支給予定だった現金

S$300 を前倒したほか、今回新たに S$300 を追加した。また、2019 年の年間所得に応じた追加補助 S$300

または S$600 も、従来予定の 8月から前倒しし 6月に支給する。20歳以下の子供がいる家庭には一世帯当

たり S$300支給を維持。 

 

以上 
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